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はじめに

実定法学と法哲学からの人権アプローチとは異なり，人権を社会や文化との

関係のなかで考える発想，社会において人権が構築されている営みや過程の経

験主義的な考察，すなわち「社会的事実としての人権」°を分析する人権の社

会学的アプローチが，冷戦崩壊後に注目されてきた。そうした人権社会学にお

いて，人権はさまざまなタイプの社会的アリーナ（法的だけでなく，政治的，

経済的，宗教的など）で利用できる構築物であるとされる叫 人権社会学は権

利と社会の相互構築性とそれ対する多様な研究アプローチを採用しており，そ

のひとつが人権と多元的法体制である。この研究テーマにおいては，人権がど

1) フレイドマンは「社会的事実としての人権」を人権の機能，その具体的形態， さ

まざまな人びとによる人権の理解のあり様，人権の実践的側面（裁判過程における

関係者の人権の運用など）を指すものとして使用している [Friedman2011] 

chaper 1。

2) [Madsen and Verschraegen 2013] 4, 10. 
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のようにして法的に多元的な世界おいて多元的かつ多様な方法で生じるのかを

調べること，人権の普遍性を前提とせず，公式な人権法が公式・非公式いずれ

の法体制や法システムとも共存，相互作用，交差し合う現実の様相を分析する

ことが主たる目的とされる見

人権と多元的法体制の視点からすると，「普遍的」と語られる人権の「普遍

性」は自明ではなく，それは西洋社会が構築したリベラルな人権言説と見なさ

れ，同時に，非西洋社会には，それとは異なる人権概念が存在すると考えられ

る。それは，さまざまな社会（特に非西洋社会）において，その歴史，文化，

政治，社会経済などを背景に草の根から必要に応じて構築され，地に足のつい

た固有の要素を色濃く体現する人権概念である（これを後述するように「ヴァ

ナキュラーな人権」と呼ぶ）。このヴァナキュラーな人権を移行期のカンボジ

アにおいて探求するのが，本稿の目的である見

ヴァナキュラーな人権が生成される最も典型的な場所や時期は，移行期の社

会である。外部（国際社会）から新たにもたらされる国際人権の思想や規範に

触発されて，それまでは自明視されていたローカルの文化的伝統や価値観を遡

及的かつ批判的に再解釈する受け手の自覚的な作業のなかから，ローカルの価

値観に内在する人権概念が創造されてくる。移行期のカンボジアにおいて，次

のような要件が重なって，こうした内発的な人権概念が構築されてきた。

第 1に， 20年以上に及ぶ内戦の終結を宣言したパリ和平協定 (1991年10月）

と，その一部（憲法の基本原則）を取り込んで起草されたカンボジア王国憲法

(1993年 9月）により，国際人権思想・規範を法的に遵守することが政府に義

務付けられた5)。第 2に，パリ和平協定に則って活動した国連カンボジア暫定

統治機構 (UNTAC)の最大の課題が選挙の成功であり，その一環として選挙

権を含む（国際）人権の基礎的な知識を草の根レベルで普及する必要が生じ

3) [Provost and Sheppard 2013] 3. 

4) 本稿でいう移行期とは，「移行期の正義」として使用される場合の「移行期」（内

戦から平和へ，権威主義・独裁体制から民主主義体制への移行期間）と同じ意味で

使用する。「移行期の正義」については， ［内田・清水 2012] を参照。

5) この点の詳細については， ［木村 2014] を参照。
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た6)。第 3に，カンボジアは仏教を国教とし，カンボジア人の 9割以上が上座

仏教徒である。人びとは仏教僧を道徳の教師・相談者として尊敬し，寺院

（ワット）は人びとの精神的拠り所，コミュニティの中心地である叫カンボ

ジアは西洋社会とは明らかに異なる仏教という価値観が浸透している。第4に，

仏教の教義にはリベラルな人権概念とは異なる仕方で同じような機能を働かせ

ることができる価値観が内在する8)。第 5に，人権と仏教を架橋しようと格闘

する人権 NGOや一部の仏教僧が存在する。それらの活動がヴァナキュラーな

人権を創造してきた。

その意味で，非西洋社会におけるヴァナキュラーな人権を考察するさいに，

移行期のカンボジアにおける仏教的価値観に根ざしたヴァナキュラーな人権を

取り上げることは最適である。この点が，本稿でヴァナキュラーな人権を検討

する事例としてカンボジアを分析の対象とする理由でもある。

以下，本稿は，次のように論を展開する。第 1章では，国際法に対する第三

世界アプローチを援用することで，国際人権規範にも脈打つリベラルな人権概

念が普遍的人権と語られることの問題点を指摘する。その上で，ヴァナキュ

ラーな人権の分析枠組みを提示し，人権の機能的等価物と新たな道徳的権利を

ローカルの現場に探求することが，その目的であることを論じる。第 2章は，

カンボジアの人権 NGOによる人権と仏教を架橋しようとした調査研究を素材

として，仏教の教義に見られる人権の機能的等価物を摘出し，リベラルな人権

概念との相違を示す。第 3章は，人権と仏教の相関関係を主張するカンボジア

知識人の見解とそれに批判的な欧米人の意見を比較する。双方による評価の相

違を確認することにより，そこにある隔たりを埋める概念として，人権の機能

的等価物が必要かつ有効であることを示す。最後に，カンボジアに見られる仏

教的価値観に根ざした人権概念が， リベラルな人権概念の課題を克服し補充す

6) カンボジアにおける人権 NGOを中心とした人権教育・普及活動の概要につい
ては，［木村 2015c]第 2章を参照。

7) この点については， ［清水 1997]118-152頁を参照。

8) この点を主張するものとして， [Keown1998], [Gerfield 1998], [King 2005] 

chapter 5などを参照。
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る可能性，現在登場しつつある新たな人権概念を補強し得る可能性を指摘する。

第1章 ヴァナキュラーな人権とは何か

—文化多元主義的な人権の基礎理論

1. 国際法に対する第三世界アプローチ

過去30年ほどの比較的近年において，西洋で形成され発展してきた主流の国

際法学を批判的に研究する方法として，「国際法に対する第三世界アプローチ

(Third World Approaches to International Law : TW AIL)」を主張する流れが台頭し

てきている。このアプローチを採用する研究者のあいだには差異があるものの，

次のような共通点がある。すなわち，主流の国際法学が不平等，不公平，ある

いは不公正なグローバル秩序を構築したり，維持したりすることを手助けする

現実の側面を暴露したり，改革したりすることに倫理的に関与する，そして非

西洋を中心に置いて国際法を眺め，第三世界の人びとの生活と経験をより尊重

するというものである。研究の方法論としては，① （たんなる西洋から世界に

普及したという見方に反対する国際法の）グローバルな歴史化，② 私たちが

見ている国際法の不連続性（近代国際法と現代国際法の相違）のなかに連続性

を確認すること（現代国際法の底流に潜む植民地主義の痕跡を追求），③第三

世界（たんに西洋ではなくその他の世界）に焦点を合わせる，④ うわべだけ

の普遍性の語りに慎重であること，⑤ 研究の対象とされていない第三世界の

人びとの抵抗に焦点を合わせること，等々である。その意味で，国際法に対す

る第三世界アプローチは国際法の歴史と分析のなかに第三世界をより効果的に

記述すること，そして国際法のイメージを独占してきた国際法と制度の支配的

な記述の多くを書き換えることを目指しているといえる見

国際法に対する第三世界アプローチから国際人権法を分析する研究者も存在

し，彼らは国際人権規範に体現されるリベラルな人権概念，西洋中心主義，植

民地主義の痕跡，第三世界の主張と草の根の社会運動の無視などを批判する。

9) 国際法に対する第三世界アプローチの簡潔な概要に関しては， [Okafor2008] 

を参照。
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たとえば，その代表的な研究者は，次のような主張を行っている。

ラジャゴパルは，支配的な国際法に「抵抗」の視点（第三世界の見解［特に

サバルタンの声］や社会運動の主張）を書き込むこと，「下から」の国際法理

論を構築することを主たる目的としている10)。彼は国際法が内包するオリエン

タリズムを明らかにし，第三世界の社会的現実の内部から国際法を批判的に考

察する。国際法言説のなかでもとりわけ「普遍性」が語られる国際人権言説に

対しては，次のように批判する。第 1に，植民地主義の痕跡（西洋のリベラル

な人権概念が主流として語られ，第三世界の人権概念やそれが国際人権規範に

与えた影響は無視される。前者が主で後者が従という暗黙の力関係が隠ぺいさ

れる）。第 2に，人権の国家化（人権の創造・形成・保護などは国家とエリー

トだけが扱う問題であり，草の根の社会運動は排除される）。第 3に，人権言

説に潜む暴力性（国益［特に開発］やリベラルな人権概念に適合しない人権や

権利主体が排除される暴力を潜在的に保有する）。第 4に，「伝統」・「近代」と

いう二元論の再現（前者が「文化」，後者が「法」という新しい説明により，

西洋が創造した国際法人権言説は後者で「普遍的」，非西洋は前者で「他者」

と認識される）。彼は第三世界の草の根の人びとの権利を無視し，はく奪さえ

する国際人権言説にきわめて批判的である。

そうしたリベラルな国際人権言説に対するオルタナティブとして，ラジャゴ

パルは「人間の尊厳と自由を実現する多元的な世界認識 (pluriversal) の方法」

が必要であることを提案する。そのひとつとして社会運動から紡ぎだされる

「抵抗の」人権言説に着目する。それは，① アイデンテイティの権利を基盤

とする「文化の政治」を強調する，② 国家やエリートよりも草の根のサバル

タンを志向する，③ 私有財産権に対して社会関係アプローチを採用する，④

市民社会の「NGO化」からそれを再活性化する「サバルタン的対抗者」に再

編成する，⑤ 脱国家からローカルな場を基盤とするコスモポリタニズムを主

張することを特徴とする。そうした土着的な道徳的主張から構築される人権言

説こそが，草の根の人間の尊厳と自由を実現するとされる。

10) [Rajagopal 2003] Introduction, chapter 7-9, Epilogueを参照。
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ムトゥワは，人権の集成や運動（世界人権宣言を源流とする国際人権の規範，

過程，そして制度を指す）が「野蛮 (Savage)一犠牲者 (Victims)一救済者

(Saviors) というメタファー」によって刻印されている点を強調する 11)。それ

はヨーロッパ中心的な植民地のプロジェクトという歴史的連続体の内部にある

とされる。すなわち，国際人権規範は，第 1に，西洋の文化が「普遍的」であ

ることを自明とし，非西洋社会の文化や政治的伝統を「野蛮」と見る。第 2に，

人権侵害の犠牲者はつねにラテンアメリカ諸国も含めた「非ー白人」とされる。

第 3に，人権侵害の犠牲者を助ける救済者はつねに（ヨーロッパ的普遍主義と

キリスト教のミッション的熱望を強く保持する）西洋の白人である。国連や国

際人権 NGOの双方にメシア的エートスが見られる（「土着」と「文明」の精

神を区別し，後者である西洋から前者の非西洋に対する救済）。

このように，ムトゥワは国際人権保障レジームが持つパターナリズムの側面

を強烈に批判している。そうした課題を克服する方途として彼が提案するのは，

「すべての文化がそれ自体の人間の尊厳を構築するという概念」，「人権集成の

多文化化」，「新しい多文化的な人権の集成を構築するために真に文化を横断し

た交流」であり，その必要性を強調する。

バクシは，「人間の権利」 (HumanRights)から「人間の苦難」 (HumanSuffering) 

へと人権の構成の仕方をパラダイム転換する必要性を説く 12)。彼によると，人

間の権利は「近代的」人権パラダイムを前提とする。それは，① 排除の論理，

② 植民者のガバナンスを正当化，③ 禁欲的（権利内容が限定的），④ 人間の

権利を優先という特徴を持つ。そのため，このパラダイムは権利主体が西欧の

男性市民に限定され，女性や子どもを排除，植民地を正当化する論理として機

能し，逆に非西欧諸国の人びとの権利を無視，権利内容も市民的および政治的

権利に限定する傾向がある。それに対して，人間の苦難が前提とする「現代

的」人権パラダイムは，① 包摂の論理，② 自己決定に基づく抵抗の拠点，③

カーニバル的（権利内容が拡張的），④ 人間の苦難を優先するという特徴を持

11) [Mutua 2001] を参照。

12) [Baxi 1999] chapter IIと [Baxi2008] chapter 2を参照。
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っ。そのため，このパラダイムは「近代的」人権パラダイムが排除してきた人

びとも権利の主体として包摂し，非西欧諸国（旧植民地）が西欧諸国（宗主

国）に抵抗する武器として人権を再定義し，自由権以外の人権を提唱・概念化

して，その新しい人権概念を人間の苦難から構築するとされる。

バクシは「現代的」人権言説の中核を「人権リアリズム」と呼び，それは

「どれほど法の外で決定されようとも，体制の生き残りの必要性を超えた抑圧

と人間の苦難を課すことを防ぐ倫理の力を構築する展望と方法」であるとい

う。そして「人権が真に誕生する場や拠点は，国際会議の飾り立てた部屋から

はほど遠く，農場や工場，家庭や心のなかにおける闘争にある」，「『現代的』

人権の使命は人間の苦しみに声を与えること，人間の苦しみを可視化し改善す

ること」であり，これが「人権の未来にとって唯一の希望を提供する」とのベ

る。

国際人権規範に体現されるリベラルな人権概念に対するオルタナティブとし

て，国際法に対する第三世界アプローチの立場から，ラジャゴパルの「人間の

尊厳と自由を実現する多元的な世界認識 (pluriversal) の方法」である第三世界

のサバルタンによる社会運動の抵抗的人権言説，ムトゥワの「人権集成の多文

化化」，バクシの「人権リアリズム」が提唱されている。これらの提案は，筆

者が以下で主張するヴァナキュラーな人権を形成する営みに含めることができ

る。その意味で，ヴァナキュラーな人権の探求は，国際法に対する第三世界ア

プローチによる国際人権法研究の一部として位置づけることができる。

2. ヴァナキュラーな人権

イヴァン・イリイチによると，ヴァナキュラー (vernacular) の語源は，「根

づいていること」・「居住」を意味するインドーゲルマン語系の言葉であり，ラ

テン語 (vernaculum)では「家で育て，家で紡いだ，自家産，自家製のものす

べて」を意味する。彼は，ヴァナキュラーを「生活のあらゆる局面に埋め込ま

れている互酬性の型に由来する人間の暮らし」と理解し，その価値を市場原理

に対抗する「人間生活の自立と自存」の拠点として再帰的・積極的に評価して
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いる 13)。イリイチに倣い，本稿でも，ヴァナキュラーな人権をリベラルな人権

概念が形成される途上で無視され，見捨てられてきたが，それと機能的に等価

な（とくに非西洋社会の）価値観を再帰的に評価した人権概念として肯定的に

捉える14)。

ヴァナキュラーな人権は，「社会に本質的に内在する要素から生み出された

もの，あるいは特定の社会関係から生み出されたもの」15)としての人権である。

これを考察するためには，リベラルな人権概念が「普遍的」人権であるという

国際人権法において支配的見解を相対化する（言い換えると，他の文化と等価

であると見る）必要がある 16)。そこで，筆者は，人権概念を「人間の善き生と

社会の正義を構想し実現することを目指す価値と制度を含む概念」と定義する。

ここから，西洋のリベラルな人権概念は，人間の善き生と社会の正義を主とし

て自律・自立した個人による対審的な裁判を通じた法的権利の主張によって実

現する人権概念と見ることができる。これを「狭義の人権」概念と呼ぶ。それ

13) [イリイチ 1982] 第 3 章• 第 4章を参照。

14) 同じような趣旨から，田辺明生は，インドの低カーストによる伝統的な文化的資

源を活用した新たな社会関係を構築する動きを〈ヴァナキュラー・デモクラシー〉

という 言葉で表現している［田辺 2010]第 8章。

15) [Speed 2007] 184. 

16) 「文化一般がそれぞれ等価で並び立つことをみとめながら，人権についてはその

普遍性を主張しようとするとき，その論理は，ひとまず，狭義の『人』権を相対化

することによって広義の一一ーゆるくとらえられた 人権を救い出す，というとこ

ろから出発する」［樋口 2007]71-72頁。「狭義の『人』権を相対化する」という樋

口の主張は，「批判的普遍主義」（単純な普遍主義には与しないが，個人が自分自身

で価値を選択することを 〈究極のところで〉認めるという意味における普遍主義）

を擁護する文脈でのべられている。それは，「「一人一人の個人』による「選びなお

し』を許容するという意味での開かれた文化と，そうでない文化とは，文化『多

元』主義といっても，等価ではありえない。そして，『一人一人の個人』の『選び

なおし』を可能にする文化のあり方というそのことこそが……人権理念の普遍性と

いうことだったはずである」（［樋口 2007]75頁）という指摘に明確に表れている。

その意味で，樋口は自律・自立 した「強い個人」を基礎とする西洋のリベラルな人

権概念を「普遍的」人権として擁護する。反対に，筆者は，非西洋社会に内在する

人権概念，文化多元主義的な人権の考察に焦点を合わせる。この作業によ って，

「普遍的」人権がより普遍化する可能性があると考える。

- 37 - (369) 



関法 第65巻第 2号

に対して，非西洋社会においては，狭義の人権とは異なる思考・方法で人間の

善き生と社会の正義を実現する人権概念が想定され得る。これを，「広義の人

権」概念と名づける 17)。この視点から，西洋のリベラルな人権概念は「普遍

的」であることを自明視するのでははく，広義の人権概念と並ぶひとつの人権

概念であると位置づけることが可能となる。ヴァナキュラーな人権を考察する

主眼は，広義の人権概念を探求することにある。

ヴァナキュラーな人権を考察するさいに参考となる日本の先行研究としては，

次のような主張がある。千葉正士が提唱した「媒介的人権」（世界の諸文化が

固有価値として育んできた人間としての権利）と「人権の媒介変数」（各国文

化の特殊性に基づく人権の可変的な特殊部分） 18)。花崎泉平が強調した「抽象

的普遍から具体的普遍へ」（西欧化＝近代化とは異なる普遍的な人権秩序の構

築すべての社会や集団に内蔵する普遍的な人権の感覚や思想を文化と結びつ

けて内実化する営み） 19)。安田信之が主張した「連帯権」（その特徴は共同社会

が権利主体，権利主体と義務主体の一致，道徳的権利，説得と寛容による権利

実現非西欧の文化と連動）と「共同体の正義」（構成員の一体感や文化的ア

イデンテイティと結びつく集団の正義）20)。これらの概念や主張は，狭義の人

権概念とは異なる内実を持つ人権概念を広義の人権概念に見出そうとして提唱

されたものであり，この点で先述した国際法に対する第三世界アプローチや

ヴァナキュラーな人権と共鳴する。

17) [木村 2015b]100-101頁。筆者のいう「狭義の人権」は，注16で引用した樋口

の「狭義の人権」と同じく強い個人を前提としたリベラルな人権概念を指す。他方

で，樋口がいう「広義の人権」は明確には定義されていないが，「相違への権利」，

「集団のアイデンテイティを優先させる」人権概念が想定されている［樋口 2007]

77頁。それに対して，筆者のいう「広義の人権」は，狭義の人権とは異なる思考・

方法で人間の善き生と社会の正義を実現する人権概念であり，樋口の概念を含み，

それよりも幅広い。

18) [千葉 1994]177-I 79頁。

19) [花崎 2001]67頁，90頁。 花崎は国際人権規範の発展の歴史を記述するために

「抽象的普遍から具体的普遍へ」という 表現を使用しているが，本稿ではこれを

ヴァナキュラーな人権を考察する営みを表現するために援用した。

20) [安田 2005]107-108頁， 124-126頁。
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他に参考となる先行研究としては，法社会学や法文化論の研究テーマである，

規範や制度としての法と日常生活に根ざした法とのあいだに存在するギャップ

の考察である21)。これは人権にも当てはまる。規範としての法的権利と人びと

の日常生活における人権（正義）感覚のあいだにはズレがある。後者はローカ

ルな文化的価値観が根づいていると考えられるが，この側面にヴァナキュラー

な人権が観察される。

ヴァナキュラーな人権の考察は，特に非西洋社会に継承されてきた文化的資

源としての伝統的価値観に内在する人権概念に着目する。 しかし，伝統的価値

観には人権や人間の尊厳の概念から見て，肯定的な側面と否定的な側面の両面

がある22)。そのため，ローカルの行為主体が自らの伝統的な文化的価値観を人

権の基準から批判的に解釈する作業が必要となる23)。例えば，外発的に導入さ

れた国際人権規範をローカルで伝統的価値観を用いて再解釈して定着する作業

のなかなら，国際人権規範とローカルな伝統的価値観の双方が再解釈され，

ヴァナキュラーな人権が創造されてくる24)。このプロセスを考察するのが，

ヴァナキュラーな人権の研究にとっての課題である。その意味で，ヴァナキュ

ラーな人権は移行期において最も構築されるのであり，観察され得るのであ

る25)

ヴァナキュラーな人権の研究が考察の対象として注目するのは，次の 2点で

ある。第 1に，「人権の思想的・機能的等価物」26) の探求である。これは，リ

ベラルな人権概念とは異なる様式でかつ機能として等価な働きをする人権概念

21) 例えば，［矢崎 1987], [角田 2010]序を参照。

22) 例えば，国連人権理事会と諮問委員会において「人類の伝統的価値観と人権」に

関するテーマで行われた議論を参照。これについては［木村 2015a] に詳しい。

23) この点を強調するものとして，［千葉 1994]178-179頁，［市原 2009]65-67頁を

参照。

24) 武者小路公秀は，このプロセスを「人権の土着化」や「人権の内発化」と呼ぶ

［武者小路 1996] 7頁，［武者小路 1997]20-24頁，［武者小路 2011]30-32頁を

参照。

25) もちろん，人権侵害の犠牲者が権利の回復を求めて行うさまざまな裁判を含む運

動や道徳的主張からも，ヴァナキュラーな人権が姿を現してくる。

26) [大沼 1998] 147頁。
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を考察することである。第2に，「新たな人権概念の道徳的・倫理的基盤」の

探求である。これは， リベラルな人権概念とは異なる新たな法的権利を支える

道徳的権利を考察することである27¥

第 1の探求にとって最も参考になるのは，パニカールの主張である。彼によ

ると，普遍的人権は西洋のリベラルな文化的価値観を反映しており，その問題

点を認識・克服するためには異なる文化が構成する人権概念を考察し，文化横

断的な対話と批判が必要であるという 。そのために，ある文化のトポスから他

の文化を理解する方法として「多声的解釈学 (thediatopical hermeneutics)」を提

案する。その要となる概念が「位相同型的等価物 (thehomeomorphic equivalent)」

（「トポロジカル（場の論理的）な変容を通して発見された固有の機能的等価

物」）である。これは，「非西洋の文化が人間の尊厳の尊重を基礎とする人権の

機能的な等価物を充足する方法」，「その人権概念が公正な社会的・政治的秩序

を適切に表現する方法」を探求するものである28)。

先述した筆者の人権概念を援用すると，人間の善き生と社会の正義を実現す

る価値や制度として人権という言葉を構築したのは，近代の西洋社会において

である。しかし，人権という言葉が存在しなかった非西洋社会にも，人権とは

異なった言葉や概念で人間の善き生と社会の正義を実現する価値や制度は必ず

存在するはずであり，それが人権の機能的等価物ということである。

第 2の探求にと って参考となるのは，スーザサントスの主張である。彼は，

トップ・ダウン形式の普遍的人権とされる国際人権規範に対抗し，それを変容

するためにボトム・ア ップを志向する「多文化的に再概念化された人権」を強

調する。そのために，パニカールの位相同型的等価物と多声的解釈学を援用し

て，「人間の尊厳に対する文化的にハイブリッドな要求」，「すべてを網羅する

一般理論 狭い範囲において適合しないものはすべて特殊であると見なす独

特の型の普遍主義一ーに対するオルタナティブ」な人権概念として，「メス

27) 道徳的権利が法的権利の基盤であるという 点に関しては，［稲田 2010], [佐藤

2011] 120-124頁などを参照。

28) [Panikkar 1982] を参照。
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ティーソ的人権概念」を主張する。その上で，普遍的人権とされる西洋のリベ

ラルな人権概念とメスティーソ的人権概念は，文化横断的な対話によって双方

が持つ欠点（不完全性）を相互に承認し，補完し合うことを提案する29¥

スーザサントスが提唱する「多文化的に再概念化された人権」や「メス

ティーソ的人権概念」は，リベラルな「普遍的」とされる人権概念に対抗して

主張されていることから，新たな人権概念を模索する主張であると見なせる。

国際人権法の分野において議論されてきた「人権の世代論」を援用すると，い

わゆるリベラルな人権とされる「第一世代の人権」（自由権）に対して「第三

世代の人権」（連帯権）を志向するものといえる30¥

パニカールは，どちらかと言えば非西洋社会に存在するリベラルな人権と表

現は違えども同じ機能を果たす人権概念を探求することに重点を置く。それに

対して，スーザサントスは西洋社会とは文化的な背景が異なる非西洋社会が構

築するリベラルなものとは異なる人権概念を探求することに力点を置く。両者

の主張の差異は，そのままヴァナキュラーな人権の研究が着目する考察対象で

ある，人権の思想的・機能的等価物と新たな人権概念の道徳的・倫理的基盤を

探求することのあいだに存在する差異でもある。その意味において，ヴァナ

キュラーな人権の研究は，文化多元主義的な人権の基礎理論の構築を目指す。

非西洋社会（特にローカルな現場）における文化的資源を活用した人権の普

及活動に携わるさまざまな行為主体が，ヴァナキュラーな人権の研究が考察す

る2つの対象にどこまで自覚的であるか，あるいはそれを強調するのかは当該

社会や当事者によって異なる。大きく分けて，① 双方に自覚的，② いずれか

片方に自覚的，③ 双方に無自覚，の 3つに分類することができる。

本稿で事例として取り上げるカンボジアにおいては，その主たる担い手であ

る仏教僧や人権 NGOは人権の機能的等価物を探求することに自覚的であり，

こちらの側面に重点を置く傾向が見られる31)。以下，その具体的な例を挙げて

29) [de Sousa Santos 2007] を参照。

30) 第三世代の人権論については，［岡田 1999], [初川 2004]第7章を参照。

31) カンボジアでは憲法や国際人権条約で規定される権利が十分に保障されておら／
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説明する。

第2章 カンボジアにおける人権と仏教の架橋作業
—カンボジア人権研究所の調査研究

1. 調査報告書の概要

人権教育と人権トレーニングに最も力を入れる代表的な NGOである「カン

ボジア人権研究所」 (CambodianInstitute of Human Rights) は， 1997年11月，『カ

ンボジアにおける自由，公正および安全な選挙を促進するための仏教的価値観

と人権の利用』(「UsingBuddhist Values and Human Rights to Promote Free, Fair and 

Secure Elections in Cambodia」）と題する調査研究の報告書を作成した32¥

調査研究の目的は，「1998年 5月に予定されている総選挙およびその後の選

挙が，自由，公正かつ安全に実施されるために，仏教的価値観と仏教徒の制度

が活用できるがどうかを調査すること」である。そのために，① 「カンボジア

で実践されている上座仏教の経典のなかから鍵となる教えを調査すること」，

② 「仏教的価値観が，自由，公正かつ安全な選挙という基本的な概念を支持す

ることができるかどうか，そして，民主主義社会における選挙を重要なものと

見なしているかどうかを調査すること」という 2つの方法論をとっている。そ

の調査に向けて，仏教，民主主義，選挙に関する専門家への聞き取りと文献調

査を行った。

報告書の内容は，第 1章「概要」，第 2章「民主主義と選挙に関する仏教徒

の教え」，第 3章「仏教と社会関与」，第 4章「カンボジアの歴史における仏教，

政治と民主主義」，第 5章「カンボジアにおける現在の仏教の状況」，第 6章

「カンボジア仏教におけるドンチー（女性修行者）の役割」，第 7章「自由，

公正で安全な選挙に貢献するカンボジアの仏教僧と女性修行者の役割の可能

＼ず， とりわけ急速に変化する社会状況にともなって生じる既存の権利に対する侵害

に応答する形で，人権の啓発がなされてきた。この点が，仏教的価値観に基づく新

たな人権概念を創造する方向に力が注がれない理由のひとつであると考えられる。

32) この報告書の詳細な分析は， ［木村 2006] を参照。
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性」となっている。

結論として，第 1に「仏教の教えは，民主主義と選挙を支持する」，第 2に

「進歩的な仏教徒の行動は，公共問題について，僧侶や女性修行者を必要とし

ている」，第 3に「僧侶と女性修行者は， 7つの方法で選挙に貢献できる」と

の 3点を挙げている。本稿と関係するのは，第 1点目に指摘されている「仏教

の教えは，民主主義と選挙を支持する」である。その結論を導くために，上座

仏教の教義を再解釈する試みについて調査している。

2. 事例研究—人権と仏教の架橋作業

人権と民主主義を上座仏教の教義で基礎づける試みは，報告書の第 2章で集

中的に紹介されている。内容としては，「民主主義の理論」，「民主主義の手続」，

「民主主義の実践」，「自由で公正な選挙の原則」の 4点に区分できる。以下，

「民主主義の手続」以外の 3つの領域で，仏教的価値観に見られる人権の思想

的・機能的等価物と関連する事例を紹介する。

(1) 民主主義の理論

「民主主義の理論」に関連する仏典については，『マハーパリニッパーナ

（大般涅槃経）』，『ジャータカ』，『転輪聖王師子吼経』，『起世因本経』の 4種類

を引用している。

① 『マハーパリニッパーナ（大般涅槃経）』の「七不衰法」

ブッダ最後の旅で説かれた有名な「七不衰法」とは，共同体が衰亡しない，

逆に繁栄するための政治の 7原則と考えられる。これは，古代インドの覇権主

義の強国マガダが，隣国の共和国ヴァイシャーリーを征服しようと戦争の準備

をしていたさい，ブッダがその侵略行為を思いとどまらせるために説かれたも

のである。征服行動の意向を伝えにきたマガダ国の大臣を前にして，ブッダは

そばにいた高弟に対し，ヴァイシャーリーを支配しているヴァッジ族について

7つの質問をした。
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1. 「ヴァッジ人は， しばしば会議を開き，会議には多くの人々が参集する」

か？

2. 「協同して集合し，協同して行動し，協同してヴァッジ族として為すべ

きことを為す」か？

3. 「ヴァッジ人は，未だ定められていないことを定めず，すでに定められ

たことを破らず，往昔に定められたヴァッジ人の旧来の法に従って行動し

ようとする」か？

4. 「ヴァッジ人は，ヴァッジ族のうちの古老を敬い，尊び，崇め，もてな

し，そして彼らの言を聴くべきものと思う」か？

5. 「ヴァッジ人は，良家の婦女・童女をば暴力で連れ出し捕え留めること

を為さない」か？

6. 「ヴァッジ人は（都市の）内外のヴァッジ人のヴァッジ霊域を敬い，尊

び，崇め，支持し，そうして以前に与えられ，以前に為されたる，法に

適ったかれらの供物を廃することがない」か？

7. 「ヴァッジ人が真人（尊敬されるべき修行者）たちに，正当の保護と防

禦と支持を与えてよく備え，未だ来らざる真人たちが，この領土に到来す

るであろうことを，またすでに来た真人たちが，領土のうちに安らかに住

まうであろうことをねがう」か？

質問の答えがすべて「その通り」だったことを受けて，ブッダは「この七

つをまもっているのが見られる限りは，ヴァッジ人に繁栄が期待せられ，衰

亡は無いであろう」と説き，戦争を断念させた33)。

調査研究では，「七不衰法」を「民主主義の根本経典」，「ブッダと仏典が民

主主義を支持していることを説明する基本的な参考文献」とのべ，その理由と

して，第 1の質問にある「会議」のことを「共同体に集った人びとが民主的に

ものごとを決定していたことを意味する」からだと指摘する。

33) [中村訳 1980]9-16頁。
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② 『ジャータカ』の「王の十法」

『ジャータカ』とは，ブッダの前世での出来事を道徳的な比喩で表現した物

語である34)。そこでは，王が守るべき 10種類の義務（法）について数多く紹介

されている35)。調査報告では，この「王の十法」を取り上げ，政府（統治者）

による民主的統治の仏教的表現としている。

1. 「自由，寛大，慈悲」 王は貪欲であってはならず，金や財産に執着し

てはいけない。それらを，人びとの福祉ために使わなければならない。

2. 「高潔な人格」 王は生命の破壊，人を蝙す，盗み，搾取，姦通，墟，

酒の嗜みなどしてはいけない。王は少なくとも在家の人びとが守るべき

「五戒」を遵守しなければならない。

3. 「人びとの幸福のためにすべてを捧げる」 王は人びとの利益のために，

自らの楽しみ，名声，評判，そして人生さえ犠牲にする覚悟が必要である。

4. 「正直で誠実」 王は恐怖から自由であり，義務を忠実に果たさなけれ

ばならない。王は自らの意志に誠実であり，人びとを賜してはならない。

5. 「温和で愛想がよい」 王は優しい性格でなければならない。

6. 「質素な生活習慣」 王は質素な生活を営まなければならず，贅沢を追

い求めてはならない。王は自制しなければならない。

7. 「怒り，悪意，敵意がない」 王は誰に対しても恨みを抱いてはいけな

い。

8. 「非暴力」 王は誰人も害してはならない。さらに，戦争や生命の破壊

や暴力を含むすべての出来事を避け防ぐことで，平和に統治する努力をし

なければならない。

9. 「忍耐，赦し，寛容，理解」 王は試練，困難，侮辱に翻弄されること

なく，耐えることができなければならない。

34) 『ジャータカ』については，中村元 [1994]52-67頁を参照。

35) 例えば，第50話「王の十の規範」（［藤田訳 2008]300頁），第151話「十の王法」

（［田辺訳 2008]246頁），第385話「王の〔踏むべき〕十の道」（［松村・松田訳 2008]

273頁），第465話「王の十法」（松田他訳 [2008]174頁）など。
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10. 「対立，妨害がない」 王は人びとの意思に反対しないだけでなく，人

びとの福祉にかなう政策に逆らってもいけない。王は人びとと調和を保た

なければならない。

「王の十法」のうち第10法が最も直接的に民主主義と関係すると調査報告は

指摘する36)。後に紹介する「民主主義の実践」では， 10項目のうち 4項目で

「王の十法」を取り上げている（「寛容」で第 9法，「法の支配と司法制度の機

能」で第10法，「透明性とアカウンタビリティ」で第 4法と第10法，「紛争の平

和的解決」で第 8法）。また，「自由で公正な選挙の原則」では， 14項目のうち

2項目で「王の十法」が採用されている（「当局の中立性と公平性」で第 4法，

「詐欺や票の買収の回避」で第 1法，第 4法，第10法）。

③ 『転輪聖王獅子吼経』の「転輪王ダルハネーミ」

調査報告書によれば，仏教の原典には政府に関する完全な理論は見られない

が，民主主義の理論に関連する 2つの重要な王権の概念を取り上げており，そ

のひとつが『転輪聖王獅子吼経」で登場する「ダルハネーミ」に象徴される

「転輪聖王」である37)。『転輪聖王獅子吼経』では，過去の転輪王ダルハネー

ミが実行していた務めが，王とその息子とのあいだの対話によって，次のよう

に記されている。

「息子よ，法に依拠し，法を表敬し，法を尊重し，法を尊敬し，法を供

養し，法を崇拝し，法を旗とし，法を標識とし，法を先導とし，国民，軍

隊武士，家臣，バラモンと資産家，町と村の人々，修行者・バラモンた

ち，そして鳥獣に至るまでを守護し，防護し，保護せよ。息子よ，おまえ

の王国内では決して悪事が行われないようにせよ。息子よ，もしおまえの

36) 上座仏教国ではこれら10種類の法を体現した王による統治は，「法（ダンマ）に

よる統治」として王を支える人びとも幸福になる理想的な統治だとされる［石井

1975] 79頁。カーニーは，王の十法はリベラルな権利を義務によって要求している

が，西洋の思想家によって支持される民主主義の原則と一致する部分があると指摘

する [Caney2001] 66。
37) 転輪聖王については， ［中村 1993b] 第 7章を参照。
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王国内に貧しい者がいれば，かれらに財産を施すべきである。息子よ，も

しおまえの王国内にいる修行者・バラモンが，慢心と不注意を滅除し，忍

耐と柔和を備え，それぞれが自分を統御し，平静にし，全き安らぎに至ら

しめているならば，おまえは適当なときにかれらのところへ行って質問す

るのだ。〈尊い方よ，善とはなんですか，不善とはなんですか，罪とはな

んですか，無罪とはなんですか，なすべきことはなんですか，なすべきで

ないことはなんですか，なにをすれば長い間，不利益と苦しみとなるで

しょうか，なにをすれば長い間，利益と楽しみとなるでしょうか〉と。そ

れをよく聞いてから，悪いことは捨て，善いことを取るようにせよ。息子

よ， じつにこれが聖なる輪を転じるというつとめなのだ」38¥

調壺報告書は，転輪聖王は世俗世界におけるブッダとされ，「王の十法」に

代表されるブッダの教え（ダンマ）に従って，世界を公平に賢明に支配すると

のべる39)。

④ 『起世因本経』の「マハーサンマタ」

ブッダが説く民主主義の理論に関連するもうひとつの重要な王権の概念は，

『起世因本経』に出てくる「マハーサンマタ」である。マハーサンマタとは，

「全人類最初の王」であり，人びとによって選ばれた「大選王」のことであ

る40)。『起世因本経』では，世界が滅亡した後，どのようにして人間世界が成

立したのかというプロセスがのべられている。人間の集まる社会において，王

族・バラモン・庶民・隷民の階級が成立した起源についても描かれている。王

族の起源が語られるところで，マハーサンマタが登場する。

盗み，叱責，嘘，懲罰といった悪が蔓延した社会のカオスに終止符を打った

38) [岡田真美子訳 2004]73-74頁。

39) 「王の十法」や「転輪王の務め」を守る王は，理想的な王として，自らの支配を

正当化することができるが，王が「法による統治」を行わないならば，王の支配の

正統性は失われ，逆にその支配の拒否が，正統性を獲得することになる［石井

1975] 80頁。

40) [水野 2005]255頁。
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め，生ける者たちは話し合いをして，カオスをコスモスヘと転換するひとりの

生ける者を選定することを決める。

「そのとき，かの生ける者たちは自分たちのなかでもっとも端正で，

もっとも美しく， もっとも感じよく，もっとも威力ある生ける者のところ

へ行き，次のようにいいました。『さあよき人よ，正当に憤るべき場合に

ば潰り，正当に叱責すべき場合には叱責 し，正当に追放すべき場合には追

放してください。そのかわり，われわれはあなたに稲米の分け前を贈与す

るでしょう 。』

『承知しました」といって，その生ける者はかの生ける者たちに約束し，

正当に憤るべき場合には憤り，正当に叱責すべき場合には叱責 し，正当に

追放すべき場合には追放しました。そのかわり，かれらは稲米の分け前を

贈与しました。

『大衆によって選定されたもの』というのが，マハーサンマタの意味で

す。

『田地の主』というのが，クシャトリアの意味です。」41)

調査報告書は，この神話が「人びとが政府を創造すること」を主張し，「現

代の民主主義の重要な特徴となっている合意による統治」を意味し，また「社

会契約という考え方の第一歩が記されている」と指摘する42)。

(2) 民主主義の実践

調査報告書では「仏教が民主的な政府を支持している」ことを示す重要な要

素として， 10項目（「市民参加」，「選挙」，「人権と自由」，「寛容」，「平等」，

「法の支配と司法制度の機能」，「透明性とアカウンタビリティ」，「公共サービ

41) [岡田行弘訳 2004] 132頁。

42) ピークは「マハーサンマタ」の神話から，道徳的腐敗の流れが社会的ー政治的階

層構造の頂上から底辺に進むという仏教に共通の見解を見て取り，そこには 3つの

重要点ー~ 過度の権力集中に対する健全な反対， ② 社会問題に対処するために

指導者の交代が必要であることの基礎を提供， ③ 指導者の自己覚醒と政治的秩序

のあり方の結合一ーがあることを指摘する [Peek1995] chapter IVを参照。
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ス」，「紛争の平和的解決」，「妥協」）の「民主主義の実践」を取り上げている。

各項目と仏教の経典，教えと照らし合わせることで，「現代の民主主義を構成

する要素の多くが，仏教の教えに見られることを示している」と結論している。

ここでは，その一部だけ取り上げる。

「人権と自由」では，仏教の教えは人権を間接的に含んでおり，良き行為は

権利よりも義務として規定されるが，その効果は同じであると指摘する（その

具体例として，「五戒」［不殺生戒，不倫盗戒，不邪淫戒，不妄語戒，不飲酒

戒］を挙げている）。そして，政治的参加の権利について，ブッダが公的集会

の開催を奨励し，人びとの参加を得た上で問題を解決した事実を紹介して，現

在の枠組みとは異なる形式で保障されていたと記す。自由については，仏教教

団（サンガ）の集会では，言論と集会の自由は当然のことだとされていたと指

摘している43)。

「寛容」では，仏教が他人や異なる意見に対して寛容を示すことを強調する

例として，「王の十法」の第 9義務（忍耐，赦し，寛容，理解），『マッジマ・

ニカーヤ』にあるブッダのエピソード（ブッダがジャイナ教徒のシンハ将軍に

仏教への改宗を勧めたが，同時にジャイナ教を信仰することも奨励したこと）

を例として挙げている。これらは，宗教・良心の自由を承認していたと見るこ

とができる44¥

「平等」では，「仏教は人間の平等を強調」しており，その事例として，

43) 今日の日本で使われる「僧」の由来は漢訳仏典で「僧伽」と音写される「サン

ガ」で，この言葉はもともと古代インドで単に「集会」「会議」という意味で使わ

れ，後には経済上の「組合」，政治上の「共和国」を意味することとなった。ブッ

ダの時代における共和国では合議制が行われ，多数決による議会運営も実施され

ていた［中村 1993b]355-380頁。この組合や共和国の運営様式を理想として，

ブッダは仏弟子の集まりを「サンガ」と呼ぶようになった［中村 1992b]216, 

235頁。調査研究では，サンガの運営規則や仏教僧の戒律のなかに「民主主義の手

続」（全員参加，秘密投票，多数決方式，レファレンダムなど）が見られると指摘

する。

44) アマルティア・センは，西欧における人権概念の基礎となった「個人的自由の価

値と自由の平等性」そして「寛容の価値と寛容の平等性」が，仏教にも十分見出せ

るとのべる［セン 2002]61-69頁。
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カースト制度に基づく社会関係とは正反対に，理髪師で奴隷の身分であったウ

パーリを高い立場に登用することで，サンガにおける徹底した平等主義を採用

したことを取り上げている45)。これはサンガ内のことではあるが，今日におけ

る非差別平等原則や法の下の平等といった重要な国際人権基準を実施していた

ことが窺える。

「妥協」では，紛争を解決するブッダの姿勢として，権利を一方的に主張す

るのではなく，他者に対する理解と思いやりを基本とした妥協を支持していた

点に特徴があるとする。その具体例として，「慈（メッター）：慈しみ」，「悲

（カルナー）：思いやり」，「喜（ムデイター）喜び」，「捨（ウベッカー）：心の

平静」の「四無量心」（四梵住）を参照している46)。

(3) 自由で公正な選挙の原則

ここでは， 1994年に列国議会同盟 (InterParliamentary Union)が採択した

「自由で公正な選挙の基準に関する宣言」47)のなかから， 14項目の原則を仏典，

仏教の教え，仏教教団の運営様式などと照らし合わせている。ここでは， 2項

目だけ紹介する。

「政党を結成する自由」では，古代インドでは多数の宗教的・哲学的セクト

が存在していた事実と複数政党制を比較することが役立つのではないかと提案

する。その例として最初に，仏教は他の宗派の存在をはっきりと認め尊敬する

45) サンガの構成員は，バラモン，国王，商人，職人（その多くは賤民と見なされて

いた），娼婦，寡婦など，あらゆる職業，多様な出身階級の人々が存在していた

［中村 1992b]247-251頁。また，サンガでは，先に出家した者が絶対的に先輩に

なり，後輩は先翡に礼儀を尽さなければならず，このことからも，ウパーリのエピ

ソードが，サンガの秩序が世俗の家柄や階級などを超越していることを証明してい

る［平川 2000]16-17頁。

46) 「四無量心」（四梵住）については， ［中村 1993a]742-753頁を参照。なお，カン

ボジアの元文化大臣，元クメール芸術家協会会長で，現在「クメール・瞑想文化研

究所」を主宰するチェン・ポンによれば，アンコール・トム（バイヨン寺院）に見

られる観音菩薩の四面顔像は，「四無量心」を表しているという［荒巻 1998]

84-107頁。

47) 宣言の全文（英語）については，列国議会同盟 (InterParliamentary Union) の

ウェブサイトに掲載されている。 http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm 
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ことを説いたことを挙げている48)。その上で，ブッダ自身もそうであったよう

に，仏教はすぐれた議論以外の論争に警告を発していることを紹介している49)。

「情報選択の能力」では，古代インドでは真理を求めて「思想の自由競争」

が行なわれており，多様な宗派を渡り歩く探求者が数多くいた状況にあって，

「人がものごとを決定する基準」について説いたブッダの教えを，『カーラー

マ経』から引用して紹介している。『カーラーマ経』では，自分の考えを誉め

称え他者の考えを非難する多数の沙門・バラモンたちに困惑し，疑いの目を向

けていたカーラーマ国の人びとが，ブッダにそのことを話した。それに対して，

ブッダは次のように答えた。

「カーラーマ族の人々よ，あなたがたは，ある説かれたところを受け取

るときには，聞き知ったことにたよってはいけない。伝え承けたことにた

よってはいけない。言い伝えにたよってはいけない。自分たちの聖典集成

中に承認されているということにたよってはいけない。思弁にたよっては

いけない。理屈にたよってはいけない。根拠の考察にたよってはいけない。

ものの見方として理解し容認するということにたよってはいけない。説く

者が有能な姿かたちをしているということにたよってはいけない。説いた

沙門が自分たちの師であるということにたよってはいけない。」「カーラー

マ族の人々よ，もしあなたがたが，〈これらのことがらは不善である。こ

れらのことがらは咎をもっている。これらのことがらは，なし遂げられ，

受け入れられるとき，不利益と苦とを招く〉と，自分自身で知るならば，

カーラーマ族の人々よ，あなたがたは，そのとき，それらのことがらを捨

て去るべきである。」「カーラーマ族の人々よ，もしあなたがたが，〈これ

48) 例えば，最古の仏典のひとつである「スッタニパータ」には，ブッダがバラモン

の弟子である結髪の行者ケニーヤの招待• もてなしを喜んで受け入れたエピソード

が掲載されている［中村 1984] 117-123頁。

49) ブッダが人間を世俗的な欲望に突き動かす心の中の「見がたき煩悩の矢」（「偏

見」や「汚れ」に対する執着）こそが，暴カ・殺人・武力紛争などの原因だと観察

し，その克服を目指したことが，その背景にあると思われる。この点については，

［中村 1984]195頁，]203-205頁を参照。
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らのことがらは善である。これらのことがらは咎をもっていない。これら

のことがらは，知者によって称讃されている。これらのことがらは，なし

遂げられ，受け取られるとき，利益と楽とを招く〉と，自分自身で知るな

らば，カーラーマ族の人々よ，あなたがたは，そのとき，それらのことが

らを成就して住すべきである。」50)

調査報告書によると，これは宗教的な文脈の話だが，現代の民主主義に置き

換えれば「良心に従って投票する」という概念の簡潔でエレガントな表現であ

り，選挙における有権者に対する大切な助言であると指摘している51)。

以上の分析から，仏教的価値観に内在する人権の機能的等価物の特徴を指摘

することができる。第 1に，仏教は「負荷なき自我」という自律的個人やコ

ミュニティに埋め込まれた他律的個人でもなく，「協働的あるいは利他的個人

主義」52) (ウルリッヒ・ベック）を前提とする。そのため，『カーラーマ経』に

見られるように，思想や表現の自由が相互の道徳的責務として説かれる。そこ

から第 2に，個人による権利の主張よりは責任や義務を相互に遵守することを

重視する。七不衰法，王の十法，転輪王，マハーサンマタは国王（や政治指導

者）が人びとの幸福を確保する責務を説いており，またそれらを遵守する指導

者を選ぶのは人びとの義務でもあった。第 3に，敵対性に基づく自己主張では

なく他者を配慮した自己抑制的な調和や和解を志向する。これは，ブッダが，

権利の一方的な主要よりは他者に対する理解と思いやりを基礎とする紛争の解

決を志向していたこと，そして無意味な議論に警告を発していた点に見て取れる。

50) [梶山他編 1986]232-244頁を参照。

51) 仏教哲学者のエバンズは，「カーラーマ経』に説かれる自己判断の態度は民主主

義の初期形態を支持していると指摘する [Evans1998] 143。また，国際上座仏教

センターを主宰する仏教僧のスマナティッサは，仏教における合理的精神の自由な

発露という重大な教訓を教えてくれるものとして，『カーラーマ経』を「仏教徒の

調査憲章」と呼ぶ [Sumanatissa2006] 77。

52) ベックは，「協働的あるいは利他的個人主義」の簡単な説明として，「自分のこと

を考えながら他人のために生きること」，「一人で生きることは社会的に生きること

を意味する」とのべている [Beck1998] 9。
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要約すると， リベラルな人権概念が成立する思想的基盤となった社会契約論，

市民的および政治的権利（思想・良心，信教，表現，結社，政治参加など）が，

個人による対審的な自己主張という形式ではなく，仏教的価値観は抑制された

相互に依存する自己が「責任間の社会体系」を遵守することにより社会の調和

をはかる形式によって53), リベラルな人権と機能的に等価な人間の善き生と社

会の正義を構想し実現するのである。

調査報告書を作成したカンボジア人権研究所の元所長であったヌー・カシー

は，「仏教経典は，今日私たちが人権と呼ぶものに対して多くのことを言及」

し，仏教の教義は「近代の人権用語や政治理論とは異なるかもしれないが，そ

の概念は同じである」とのべる54)。この指摘に，仏教的価値観には人権ではな

くその機能的等価物が内在していることに，調査報告書の作成者は自覚的であ

ることが明確に読み取れる55¥

第3章 カンボジアにおけるヴァナキュラーな人権
—仏教的価値観に内在する人権の機能的等価物の評価

1. カンボジア知識人の評価

クメール・ルージュ体制下で壊滅状態になった上座仏教は，その後に権力を

掌握したヘン・サムリン政権において国家の統制下におかれる一方で，草の根

レベルではそれとは異なる独自の復興の道を歩んできた56)。パリ和平協定で内

戦が終結して以降，カンボジアの仏教界（サンガ）は，冷戦崩壊後に東西のイ

デオロギーに代わって国際社会で正当性を持つことになった人権の概念に着目

53) [King 2012] 109-116を参照。

54) [Neow 2000] 302. 

55) 仏教学者のキューンは，仏教には「萌芽的な」権利概念が存在するという

[Keown 1998] 20-22頁。しかし，この指摘も権利の機能的等価物が存在すると

いう方がより正確であるように思われる。

56) クメール・ルージュ体制崩壊後の上座仏教の復典過程については，［天川 2001]

を参照。

57) [Hansen 2004] 61. その具体的事例として，仏教僧の人権教育の担い手にするた

めに行われた人権 NGOによる人権トレーニングの実践がある［木村 2007a] を参照。
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し，人権との対話を試みることで仏教の蘇生（あるいは改革）を目指した57)。

また， 一部の仏教僧はいわゆる「エンゲイジド・ブッデイズム」58)(社会参加

仏教）の実践者として，非暴力• 平和運動や開発・環境などの社会運動に取り

組んでいく 59¥

そうしたカンボジアにおけるエンゲイミ｀ド ブツアイズムの実践者の代表が，

仏教僧ヨ・ホット・ケマカロ師である。ヨ・ホット師は「カンボジアの人権

僧」と称され，人権問題に取り組む仏教僧の第一人者である。 1975年 4月17日

にクメール・ルージュがプノンペンを制圧した当時， ヨ・ホット師はフランス

にいた唯一のカンボジア仏教僧であり，オーストラリアに 2年間滞在するなど

海外でより進んだ学問を学び，西洋の新しい知識を吸収した60)。その後，要請

を受けてタイ国境の難民キャンプで 4年間，「国連国境救済事業」 (United

Nations Border Relief Operation: UNBRO) に携わり，難民キャンプで定住するカ

ンボジア難民の要望に応えて，教育や人権活動に関与した61)。UNTACが活

動し始めると，人権部の部長に就任したデニス・マクナマラ (UNBROの元

責任者）の依頼を受けて，ヨ・ホット師は UNTACの「文化コンサルト」と

して招かれた62)。また，ヨ・ホット師は， UNTAC期間に設立されたカンボ

ジア初の人権 NGOである「カンボジア人権協会」の顧問にも就任した63)。

58) ムコパデイヤーヤの定義によると，エンゲイジド・ブッデイズムとは，「仏教者

が布教・強化などいわゆる宗教活動にとどまらず，様々な社会活動も行い，それを

仏教教義の実践化と見なし，その活動の影響が仏教界に限らず， 一般社会にも及ぶ

という仏教の対社会的姿勢を示す用語である」［ムコパデイヤーヤ 2005]28頁。

59) カンボジアにおける開発僧の活動については， ［野田 1998] を参照。

60) [Kalab 1994] 57 ,64. 

61) [Poethig 2004] 200. ヨ・ホット師は，この期間にカンボジア人による初めての

人権教育のカリキュラムを作成して難民キャンプのカンボジア人に人権教育を行っ

た。この教材は， UNTAC期間に学校における人権教育のテキストとして使用さ

れた。このカリキュラムの詳細については，［木村 2007b] を参照。その意味で，

カンボジアにおいて仏教と人権概念を結びつけるという発想をした最初の人物が，

ヨ・ホット師である [Marston2009] 233。

62) [Marston 2009] 234. 

63) [花崎 1993]53頁。
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ヨ・ホット師によれば，「人権」を意味するクメール語の「シテイマヌッツ」

は，カンボジアにおいて言葉として存在したものの，日常生活ではほとんど使

われず死語だったという。ヨ・ホット師は，人権教育を通じて人権を守ること

は，ブッダの教えの原点 （寛容，非暴力，友愛，自由，公正さ）に立ち戻り，

人は皆幸せになれるという教えを蘇らせる試みであると見なしている。さら

に，「人権は，けっしてヨーロッパやアメリカの特許ではない。ほとけの教え

のなかにある」ことを強調する64)。また，仏教と人権の親和性について，「人

権の理念，たとえば世界人権宣言や国際人権規約は万人に妥当します。もちろ

ん，カンボジア人にもです。他方，説かれている思想は，仏教のモラルの一部

であって，そこに矛盾はありません。仏教はクメール文明の基碇をなしてお

り，その用語とスタイルは，クメール人の意識に深く根ざしています。ですか

ら私たちは仏陀の教えとむすびつけて人権の思想をひろめたい」65) と主張す

る。1990年12月にワシントンで開催された人権セミナーでは，「中道は世界人

権宣言と同等の価値がある」という意見や，「上座仏教の統治者が守る義務と

される王の十法は，人権や民主主義の精神と深く共鳴する」との考えをのベ

た66¥

カンボジアの人権 NGOは， UNTAC人権部の後押しによって設立され，

UNTAC撤退後は人権部の活動を引き継ぐ形で活動を行ってきた。そうした

活動のひとつに人権を普及する教育・啓発の活動がある。カンボジア人権

NGOは，文化的伝統である仏教の教義に仮託する方法で人権教育を実施して

きた67)。

そうした仏教という伝統的な文化的資源を利用した人権教育に最も熱心で

あったのが，調査報告書を作成したカンボジア人権研究所であった。その元所

長であったヌー・カシーは，仏教と人権との類似点について，次のように主張

64) [荒巻 1994]167-168頁。

65) [花崎 1993]53頁。

66) [Gyallay-Pap 1993] 35. 

67) カンボジア人権 NGOによる仏教を活用した人権教育については，［木村

2015c]第 3章を参照。
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する。「カンボジアにおける豊かな人権の伝統は，上座仏教の伝統である。仏

教の道徳戒律は，主として，権利よりは義務を説いているけれども，国際人権

基準と密接に対応するものを含んでいる」68)。「仏教の教義は人権，平和，そし

て民主主義の価値を含んでいる。その言葉は近代の人権文書や政治理論とは異

なるが，その概念は同じである」69¥

2. 欧米の研究者による評価

先述したように，カンボジア知識人の代表である仏教僧と人権 NGOの活動

家は，仏教と人権のあいだには相関関係があることを強調する。それに対して，

欧米の研究者は，カンボジアにおける人権と仏教を架橋する営みに対してどの

ような評価をしているのであろうか？ 結論を先取りすると，そうした作業に

は概して否定的である。

例えば，人類学者のジョン・マーストンは，未発表の論文 (HumanRights 

NGOs in Cambodia) で，カンボジアで人権概念が普及していくようになった経

緯を跡付けている。その過程において，仏教僧が人権を普及するさいに重要な

役割を果たし，仏教と人権の相関関係を探究することよってそれに応答した。

こうした点を指摘した上で，マーストンは，「カンボジアの知識人たちが，道

徳原則に基づいて人権を仏教の原則や伝統的なカンボジア文化とどのようにし

て結びつくのかを示すことができると主張することは正しい。 しかしながら，

これは国際的に認識されている人権が，多くのカンボジア人の対話で主張され

ているものと同じ程度に単なる道徳にすぎないと言っているのではない。こう

した方法で人権を見ることは，法と関連した“権利”の原則や法制度の下でな

される正当な要求という方途を無視することである」と記している70)。

特に東南アジア諸国の紛争後社会を研究する政治学者のカロリン・フゲスは，

人権を説明するさいに利用される五戒のような仏教の教義は，「アナーキーな

68) [Neou with Gallup 1997] 159. 

69) [Neou 2000] 308. 

70) [King 2005] 138-140から引用。
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カンボジア社会の文脈のなかにおいて，人権が強調する目的—人間の尊厳の

保持 の観点から理解できる」とのべつつも，「カンボジア国家を再建する

ために重要だと見なされている」価値観ー~ 「特に，相互尊重，寛容，協働，

巧妙な批判，そして理解」ーーが，人権教育で説明される結果として，「宣伝

されている人権のイデオロギーが，多くの重要な点においてリベラルな概念と

は異なる。価値観の強調は，関係性における適切な態度にとって積極的な規定

であり，自律の避難所というよりはむしろ行動のための青写真を表している。

結果的に，それらは道徳的規定と同一視される傾向がある」点を批判する71¥
そのため，カンボジアの人権 NGOにおいて，「より深い民主主義の形態ある

いはエンパワーされたコミュニティを通じて議論と行動のフォーラムを促進す

る個人の自由を犠牲にして，訓練，プロフェッショナリズム，そして強制され

た行為規範を支持することが強調されている。中央集権化された階層的な政府

機関とカンボジア市民のあいだの調和的な関係，相互尊重と正しい行為の共有

は，適切な目標であると見なされている。しばしば，この目標は理想化された

過去の視点から組み立てられる」72)と結論する。仏教を媒介とした人権の説明

が，より良き社会の構築に向けて人びとをエンパワーするよりは，相互尊重に

よる調和的な秩序の維持を強調しがちな道徳色の濃い人権教育となっているこ

とに疑問を呈している。

エンゲイジド・ブッデイズム研究の第一人者であるサリー・キングは，カン

ボジアのような人びとの信頼関係，社会の相互依存という網の目が破壊された

状況において，人権基準が寛容な社会を再建するための有効な手段であるのか，

という問題意識から出発する。カンボジアは，拡大した非道徳性，汚職や不処

罰の文化と闘いながら，この道を歩んできたが，この間，人権 NGOによって

実施されてきた「基礎的な仏教道徳の原則を含んだ人権の教授は，カンボジア

人が仏教の道徳原則の道徳内容と国際人権基準で強調される道徳性が一致する

ことを承認していることを示している。しかし，人権は集団や個人が他人に要

71) [Hughes 1998] 304. 

72) [Hughes 1998] 306. 
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求すること 法によって強制されるべき要求 をエンパワーする法的手段

であるという事実は教えられていない」とキングはのべる73)。そのため，「カ

ンボジアにおいて，人権は他人や集団に対して法的要求の基礎を与えるもので

あるという考えが，首尾よく伝達されないかもしれない」74)。その理由として，

キングは，先に見たマーストンやフゲスの見解に依拠しながら，カンボジア人

の道徳的態度の底流にある非敵対性を指摘した上で，「この見解において，道

徳的行為は適切な行為であり，適切な行為は調和的である。対立的，敵対的な

態度で行為することは，社会の規範的な調和を破壊することであり，したがっ

て，この定義により道徳的に悪である。カンボジアにおける善き社会に対する

この見方を考えると，基礎的な道徳的教訓と互いに対立したときに個人や集団

をエンパワーする道具を同時に教えることは不可能である。結果的に，後者は

教えられない」と結論する75)。

マーストン，フゲス，キングの批判は，対審的な法的権利の主張という西洋

のリベラルな人権概念から，心情と調和的な価値観を重視する人権教育への批

判である。彼／彼女たちも仏教的価値観と人権には矛盾しない点があることも

認めている。しかし，西洋の研究者らしく彼／彼女らの人権観は，エンパワー

された自律・自立的な強い個人による対審構造における法的権利の主張という

リベラルな人権概念を共有している。筆者がいう狭義の人権概念を前提として

いる。他方で，カンボジア知識人は伝統的な文化的資源である仏教の教義に人

権概念を探求して，双方の相関関係を主張している。その意味で，筆者のいう

広義の人権概念に準拠している。両者の見解に差異が見られる（前者が後者を

批判する）背景には，この人権概念の相違が大きくかかわっていると思われる。

両者のあいだに存在する差異を埋める分析的概念として，ヴァナキュラーな人

権の考察対象である人権の機能的等価物という概念が必要であると考えられる。

カンボジア人権研究所によるローカルのニーズに適合するための人権と仏教

73) [King 2012] 115. 

74) [King 2005] 140. 

75) [King 2012] 115. 
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を架橋する作業は，文化多元主義的な人権のアプローチが可能であることの事

例として，高く評価したい。その調壺研究に見られる仏教的価値観に内在する

人権概念は，たんに西洋のリベラルな人権の機能的等価物を示しているだけで

なく，新たな人権概念の道徳的・倫理的基盤となり得る可能性も秘めている。

「われらカンボジア人は，自由と権利のために長きにわたり闘争してきた。今

や人類は自由と責任のあいだにバランスを取ることを願いつつあるように見え，

今こそ私たちが責任の感覚と人間の義務を育む時である」76)というヌー・カ

シーの言葉に，その片鱗を垣間見ることができる77¥

おわりに

アラン・シュピオは，西欧で創造された個人の自由権が「普遍的」権利とし

て非西欧世界に啓治する「絶対主義」（メシア的原理主義）とそうした人権が

西欧にしか適合しない「相対主義」（アイデンテイティ原理主義）のジレンマ

に陥ることなく「人類共通の価値観」へと発展する方途として，「あらゆる文

明に開かれた人権の解釈」を提唱している78)。カンボジア人権 NGOによる人

権と仏教を架橋する作業は，このシュピオの提唱を試作的に実施した営みであ

る。そこにおいて，仏教的価値観は リベラルな人権概念とは異なる形態で

同じ機能を果たす方途が，利他的な抑制された個人が相互に責任を果たして社

会に調和をはかる方法で 人間の善き生と社会の正義が実現され得る可能性

を内在することが示された。

オレントリッチャーは，「人権の理念が多様な信念体系，伝統，文化を越え

76) [Neou 2003] 52. 

77) 安田信之は「権利と義務の……正義概念への溶解という現象」の例として，イン

ターアクション・カウンシル (OBサミット）によ って公表された「人間の責任に

関する世界宣言」(1997年9月 1日）を取り 上げ，権利と義務の一体化した正義概

念が21世紀の人権概念（共同体の正義，社会の正義，連帯の権利）を構想する上で

のひとつの鍵を提供すると指摘する［安田 1999]96頁。 「人間の責任に関する世界

宣言」の日本語訳については，次のウェ ッブサイトで閲覧できる。http://

interactioncouncil.org/ sites/default/ files/ j a_ udhr. pdf 

78) [シュピオ 2003] を参照。
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て，個人の最も奥深くにあるコミットメントに根を下ろそうと」する試みは，

その目的を達成するためには「宗教を引き入れることがどうしても必要」であ

り，それは人権が「ローカルなものに根ざしたとき」に実現するという 79)。カ

ンボジア人権 NGOによって自由で公正な選挙の実施という明確な目的をもっ

て調査された仏教による人権の基礎づけは，この点を実際に明らかにする試み

でもある。

カンボジアにおける伝統的な文化的価値観である仏教に根ざした人権概念の

探求は，リベラルな人権概念を自明視するさまざまな西洋の研究者からは批判

的に見られた。 しかし，そうした人権と仏教の相関関係を探求する作業は，国

際法に対する第三世界アプローチの視点から見ると，非西洋社会から検討され

た人権概念の再考，多文化的な人権概念の探求として肯定的に評価され得る。

この点に，ヴァナキュラーな人権の研究が国際法に対する第三世界アプローチ

に寄与できる側面がある。

本稿では，ヴァナキュラーな人権が考察する 2つの対象のうち，人権の機能

的等価物について取り上げた。カンボジア人権 NGOによ って仏教的価値観に

は人権の機能的等価物が内在することが理解され，それを自覚的に探求してい

た。他方で， もうひとつの考察対象である新たな人権概念の道徳的・倫理的基

盤については十分に検討されていなかった。

しかし，後者の探求は，リベラルな人権概念の課題を克服し補充する可能性，

現在登場しつつある新たな人権概念を補強し得る可能性がある。例えば， 20世

紀末から姿を現し形成途上にある「第四世代の人権」（その特徴は，① 内発的

な権利，② 生態系との共生を含む連帯の諸権利，③ 生命，文化，生活の多様

性の普遍的な承認，④ 不可視化されてきた個人だけでなく特定の集団全体の

権利，⑤ 非西欧諸国・開発途上諸国による推進）80)は，まさにヴァナキュ

79) [オレントリッチャー 2006]238-239頁。

80) その具体例として， 生物多様性条約 (1992年）において先住民族の「伝統的な智

慧」が確認された点，人権理事会で議論されている「平和に対する権利」が挙げら

れている［武者小路 2011]44-47頁。
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ラーな人権という道徳的権利が法的権利として実現されてきている現実を表し

ている。

この第四世代の人権は， リベラルな人権が抱える問題点（過度な個人主義，

過剰な権利の主張，集団の権利を拒否，西洋的価値観の押し付け，文化的多様

性の無視など）を克服し，人権の「普遍性」をさらに普遍化する可能性を持つ。

ヴァナキュラーな人権は，そうした新たな人権を創造する豊かな道徳的・倫理

的基盤として， リベラルな人権概念を補強する。異なる文化との接触は，新た

な人権概念が創造される契機となる81)。カンボジアにおいても，将来こうした

作業が自覚的になされることを期待したい。

さまざまな文化的背景を持つローカルな現場において伝統的な文化的価値観

に内在する人権の機能的等価物や新たな人権の道徳的・倫理的基盤を自覚的に

探求する具体的事例をさらに考察することが，ヴァナキュラーな人権を研究す

るさいの今後の課題である。カンボジアの事例は，その第一歩である。
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